
船舶事故調査報告書 

令和４年６月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年１１月３日 ０７時００分ごろ 

発生場所 山口県上関
かみのせき

町天田
あ ま た

島西方沖 

天田島灯台から真方位２６８°６００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°４６.３′ 東経１３２°０２.７′） 

事故の概要  プレジャーボート風雅
ふ う が

は、南東進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和３年１１月２５日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 風雅、５トン未満（長さ８.５５ｍ） 

 ２５２－２２１６８山口、株式会社テクノウェル 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型 

操船者、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 プロペラ翼に欠損、船尾船底部外板に亀裂 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時、潮高 約２９０cm（室津） 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、操船者ほか同乗者５人を乗せ、釣

りの目的で航行中、船長が、操船者にＧＰＳプロッターに表示された

上関町八
や

島を示し、八島南方沖へ向かうよう指示した後、操船者と操

船を交代してキャビンの中で釣りの仕掛けの準備を始めた。 

本船は、操船者が操縦席に腰を掛け、上関町鼻繰
はなぐり

島北西方沖で、Ｇ

ＰＳプロッターを見て八島に向けて転針し、約２０ノットの対地速力

で手動操舵により南東進していたところ、天田島西方沖の浅所（以下

「本件浅所」という。）に乗り揚げた。 

操船者は、ＧＰＳプロッターに本件浅所の表示がなく、本件浅所の

存在を知らなかったので、天田島を離して航行すれば安全に通過でき

ると思い、八島北西岸に向けて航行していた。 

船長は、ふだん本件浅所の西方を航行していた。 

分析 本船は、南東進中、操船者が、ＧＰＳプロッターに本件浅所の表示

がなく、本件浅所の存在を知らないまま、天田島を離して航行すれば

安全に通過できると思い、本件浅所に向けて航行を続けたことから、

本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が南東進中、操船者が、ＧＰＳプロッターに本件浅

所の表示がなく、本件浅所の存在を知らないまま、天田島を離して航

行すれば安全に通過できると思い、本件浅所に向けて航行を続けたた

め、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 



再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操船者は、事前に海図等を確認して航行予定海域の水路調査を適

切に行い、障害物及び水深などを把握しておくこと。 

 


